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      開 会 午前９時59分 

    ―――――――――――――― 

●たけのうち有美委員長  ただいまから、文教

委員会を開会いたします。 

 報告事項は、特にございません。 

 それでは、議事に入ります。 

 第５次さっぽろ子ども未来プラン（案）につい

てを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を

受けます。 

●浅山子ども育成部長  私から、第５次さっぽ

ろ子ども未来プラン（案）につきまして、お手元

の資料に基づいてご説明いたします。 

 事前にデータでお渡しした資料のうち、本日

は、資料１、計画案概要に沿って説明してまいり

ます。 

 まず、資料１の１ページ、第１章 計画の策定

をご覧ください。 

 １番目として、計画策定の背景及び趣旨です

が、次期プランは、こども基本法に基づくこども

大綱の内容を勘案し、これまでの計画に札幌市子

どもの貧困の解消に向けた対策計画と札幌市ひと

り親家庭等自立促進計画も統合の上、こども基本

法に基づく市町村こども計画として位置づけま

す。これにより、今まで以上に一体的に子ども施

策を推進してまいります。 

 また、資料下段４．計画の対象は、おおむね18

歳までを対象とした全ての子ども、15歳から34歳

程度までを対象とした若者、そして、子育て当事

者としまして、計画期間は令和７年度から令和11

年度の５か年といたします。 

 続いて、２ページをご覧ください。 

 第２章 札幌市の現状です。 

 前計画の実施状況ですが、グラフをご覧くださ

い。 

 一番上の赤線は、計画全体の成果指標であり、

目標値は80％ですが、青線の①自分のことが好き

だと思う子どもの割合は60％台を推移、一番下の

オレンジの線の②子どもを産み育てやすい環境だ

と思う人の割合は、全年齢では40％弱、グラフ中

ほどのグレーの子育て世帯に限って言いますと、

50％前後と横ばいの結果となりました。 

 これは、令和元年末からのコロナ禍により、社

会全体で様々な活動が制限され、子どもの体験や

参加の機会が大幅に減ったことが原因の一つにあ

ると考えております。 

 そのため、コロナ禍後の次期プランでは、改め

て子ども、若者が活躍できる機会づくりと子育て

支援の強化に加え、ヤングケアラーなど、新たに

顕在化した課題の解決に向けた取組が必要と考え

ております。 

 続いて、３ページ目をご覧ください。 

 札幌市の子ども・若者の現状及び子育て当事者

の現状です。 

 計画の策定に先立ちまして、令和５年度及び６

年度に子ども向け、若者向け、子育て世帯向けの

調査を行ったほか、統計データも用いて分析して

おります。 

 概要版では、調査結果や統計から、特筆する内

容について記載しております。 

 子ども、若者の現状におきましては、意見表明

の機会に関し、子どもの３割近くが地域や市政に

ついて意見を言う機会はないと答えており、ま

た、若者の８割弱が伝えたい意見がある一方、７

割以上が意見を伝える機会はないと感じており、

子ども、若者の意見表明や市政への反映に課題が

あると考えております。 

 また、３ページの右、子育て当事者の現状にお

きましては、将来人口の減少が見込まれ、合計特

殊出生率が低下する中、ほぼ全ての年齢区分で働

く女性が増えておりまして、父母ともに子育てを

担っているという回答割合が増加しています。 

 一方で、子どもと過ごす時間は母親のほうが圧

倒的に長いなど、父母による共育ての推進には課

題が見られています。 

 続いて、次のページです。 

 前計画及び調査結果等を踏まえた取組の方向性
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です。 

 方向性１から三つの方向性を記載しておりま

す。 

 次のページです。 

 計画の推進体系をご覧ください。 

 まず、基本理念についてですが、現プランの基

本理念を引き継ぐことといたしますが、左上に記

載のとおり、現プランの理念に若者という文言を

追加し、子ども・若者の権利を尊重し、子どもと

若者の輝きが全ての市民を笑顔で結ぶまちとして

おります。 

 現プランの対象にも若者を含んでおりますが、

対象であることをより分かりやすく明示するた

め、文言を追加するものです。 

 次に、基本的な方針についてです。 

 現プランで、基本的な視点として四つの視点を

掲げていたものを、次期プランでは、こども大綱

を踏まえ、四つの方針として整理しております。 

 基本的な方針のポイントとしましては、方針１

に、現プランの子どもの視点に加え、新たに若者

と子育て当事者の視点を加えたこと、それから、

方針２に、貧困と格差の解消を図り、全ての子ど

も・若者が自分らしく幸せに生活できる環境づく

りを新たに明記したこと、それから、方針３に、

切れ目なく支えるということを盛り込んだことが

挙げられます。 

 次に、基本目標と基本施策についてです。 

 こちらも、こども大綱を踏まえ、５ページ右に

記載の体系に整理しております。 

 これらは、現プランにおいても要素としてあり

ましたが、新たな要素としましては、基本目標１

の基本施策３にヤングケアラーを明記しておりま

す。 

 続いて、６ページから７ページです。 

 成果指標についてでございます。 

 まず、６ページの計画全体の成果指標につい

て、こども大綱の指標の一つ、こどもまんなか社

会の実現に向かっていると思う人の割合の趣旨を

より分かりやすく表現した、子どもが大切にされ

ている社会だと思う人の割合を次期プランの成果

指標として設定し、令和11年度の目標値を、国に

倣い、70％としております。 

 その下にありますのが、基本目標の基本施策ご

との成果指標です。 

 現プランでは、基本目標ごとに２から３の指標

を設定しておりましたが、次期プランでは、これ

まで以上にきめ細かくプランの進行管理を行うた

め、基本目標にひもづく基本施策ごとに成果指標

を設定しています。 

 新たに設定した指標については、赤で新と記載

しておりますけれども、このうち、基本施策２と

３では、子どもと若者の数値をそれぞれ確認して

まいります。 

 続いて、８ページです。 

 第４章 具体的な施策の展開です。 

 ８ページから10ページにかけて、各基本施策の

推進に資する事業について、主なものを掲げてお

ります。 

 新たな事業としまして、８ページの基本施策１

に赤字で記載しております、さっぽろ子ども未来

基金事業を開始する予定です。 

 子どもの健やかな成長を社会全体で支える仕組

みの一つとして、令和７年度に基金を立ち上げる

予定でございます。 

 続きまして、11ページの第５章 子どもの貧困

の解消に向けた対策計画をご覧ください。 

 この計画は、基本的に昨年３月に策定した第２

次計画を生かすこととしておりますが、主な変更

点が三つありますので、ご説明いたします。 

 まず、計画名称についてですが、子どもの貧困

対策計画という名称を、子どもの貧困の解消に向

けた対策計画としました。これは、根拠となる法

律において、子どもの貧困対策が子どもの貧困の

解消に向けた対策と改正されたことに伴うもので

す。 

 ２点目ですが、同じページの右上の基本目標で
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す。 

 先ほど触れた法改正において、法の目的に、子

どもが貧困によって権利利益を害され、社会から

孤立することのないようにすることが追加されま

した。 

 これを踏まえ、本市の基本目標も記載の内容に

改めております。 

 ３点目の変更点は、次の12ページの具体的な施

策の展開です。 

 右下の基本施策４の③困難を抱える若者への支

援の指標を、若者支援総合センターの総合相談の

うち、自立に向けた支援につながった割合に変更

しております。 

 元は就職など進路が決定した割合でしたが、ま

ずは相談に来た方を支援につなげることが大事と

考え、変更するものでございます。 

 続きまして、13ページの第６章 ひとり親家庭

等自立促進計画をご覧ください。 

 この計画は、平成17年度に第１次となる計画を

策定して以降、個別計画として進行管理を行って

きました。 

 このたび、第５次ひとり親家庭等自立促進計画

として策定し、プランに統合するものです。 

 基本的には、現行の第４次計画の内容を継承し

まして、引き続き、ひとり親家庭等への支援を行

います。 

 拡充する内容について、１点ご説明いたしま

す。 

 14ページの中段の基本目標３、養育費の確保及

び適切な親子交流の推進についてです。 

 現在、養育費を得られず、生活に不安のあるひ

とり親が多いことから、養育費に関する取決めを

支援していますが、不払い発生時における強制執

行手続も一部補助することで、養育費の確保につ

なげます。 

 また、昨年５月に離婚後の共同親権の導入など

を盛り込んだ民法改正法が成立しております。 

 こうした状況を踏まえ、引き続き、子どもの養

育費確保に向けて取り組んでまいります。 

 続いて、15ページです。 

 第７章 教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業に関する需給計画をご覧ください。 

 資料中段の教育・保育の提供については、保育

所や幼稚園、認定こども園等に関するものです

が、国の手引により、令和５年度の利用意向調査

に基づき、保育ニーズの推計を行っております。 

 本計画期間内において、市内の供給量はおおむ

ね充足しておりますが、今後も幼稚園等から認定

こども園への移行や老朽化施設の更新などによ

り、必要な受皿の確保を行ってまいります。 

 また、資料下段の地域子ども・子育て支援事業

につきましては、国が指定する事業のうち、本市

実施事業について記載しております。 

 なお、今後のプラン策定までの流れでございま

すが、本日の委員会でご審議をいただいた後、今

月の１月30日から２月28日までの間の30日間、パ

ブリックコメントを実施する予定でございます。 

 パブリックコメントにおいては、一般向けの分

かりやすい概要資料を作成し、広く周知に努める

ほか、小・中学生向けの子ども向け概要資料も作

成しまして、同一の期間、キッズコメントとして

子どもたちの意見も広く募ってまいる予定でござ

います。 

 その上で、年度内にプランの策定を目指してま

いりたいと考えております。 

●たけのうち有美委員長  それでは、質疑を行

います。 

●中川賢一委員  ただいまご報告いただきまし

た第５次さっぽろ子ども未来プランの案でござい

ますけれども、こちらは、こども基本法に定める

自治体こども計画に位置づけられ、令和７年度か

らの５年間の本市の子ども施策の方向性を定める

非常に重要な計画でございます。 

 我が会派では、昨年の第３回定例会で、和田議

員からの代表質問におきまして、次期さっぽろ子

ども未来プランにおける課題と方向性について質
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疑を行いまして、今後の方向性を定める上で、現

状の課題認識を踏まえることがまず重要であると

いうふうに指摘したところでございます。 

 本委員会におきましても、その点を中心に少し

精査をしていきたいと思います。 

 まず、１点目ですけれども、計画の成果指標に

ついてであります。 

 今回の計画案では、三つの基本目標、一つ目と

して子どもの権利の推進とライフステージを通じ

た環境の充実、二つ目として、ライフステージの

各段階における環境の充実、三つ目として、子育

て当事者への支援の充実というふうに三つの基本

目標を設定しまして、各般の施策ごとにそれぞれ

成果指標として現状値と目標値を設定してござい

ます。 

 これらの指標それぞれを見ていきますと、正

直、観念的過ぎて、客観的な指標としていかがな

ものかなというものも少なくないというふうに感

じますけれども、現状把握と目標値の設定もこれ

で適切なのかどうかというふうなものも幾つかご

ざいますが、ここでは細かい詮索は控えておきた

いと思います。 

 ただ、この三つの基本目標の上位目標に当たり

ます計画全体の成果指標について、極めて重大か

つ根本的な問題があるというふうに感じましたの

で、まず、この点について質疑をしたいと思いま

す。 

 基本目標として、子どもが大切にされている社

会だと思う人の割合という項目を設定してござい

ますが、これもまた観念的過ぎて、何を客観的に

評価しようとしているのかよく分からないという

のが正直な印象でございます。 

 アンケートを取れば、何らかの数字というもの

が聞かれた人は答えて出てくるのかもしれません

けれども、正直、聞かれた方もぴんとこない抽象

的な質問なのではないかなというふうに思いま

す。 

 目標の内容そのものもそうなのですが、それ以

上に問題なのが、この観念的な成果指標につい

て、一旦の現状値すら今のところ把握していない

ということでございまして、それなのに、なぜか

目標値は70％というふうに設定されてございま

す。 

 ご説明では、国の大綱で定めるこどもまんなか

社会の実現に向かっていると思う人の割合という

ものの目標値70％を参考にしたということであり

ますけれども、これは、どちらも言葉で表現して

いるだけのものですから、類似してるかどうかと

いうのは受け取り方次第で、適切なのかなという

ふうには疑問を感じるところでございます。 

 このように、現状値も把握できていないという

状況であれば、そもそもこの基本目標が課題のあ

る状態なのかどうかということすら把握できてい

ないということでございまして、そんな状態で５

年間の本市の子ども施策の憲法とも言える計画の

最上位指標を設定するというのはいかがなものか

なというふうに感じるところでございます。 

 そこでまず、基本的な姿勢を確認させていただ

きますけれども、計画全体の目標を設定するにお

いて、現状値すら把握できていないということで

は、計画の根本そのものが揺らいでしまうという

ふうに思いますけれども、どのようなお考えなの

か、お伺いしたいと思います。 

●浅山子ども育成部長  計画全体の成果指標に

ついてお答えいたします。 

 第５次さっぽろ子ども未来プランは、こども基

本法及びこども大綱を踏まえた計画体系としてお

りまして、基本理念には、全ての子ども、若者が

大切にされて幸せな状態で生活できる社会の実現

への思いを込めております。 

 こども大綱では、国を挙げてこどもまんなか社

会の実現を目指し、そこに向かっていると思う人

の割合を指標として設定しているところです。 

 本市においても、プランの基本理念の達成を図

るため、計画全体の成果指標としてより分かりや

すく表現した、子どもが大切にされている社会だ
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と思う人の割合を設定しまして、国と同じく、目

標値を70％としたものです。 

 現状値について、国においては15.7％と把握し

ているところですが、本市においては、今年２月

に実施する調査で把握する予定でございまして、

その結果によってはさらに高い目標値とすること

も検討したいと考えております。 

●中川賢一委員  分かりやすくということであ

りましたけれども、分かりやすく理念を書くとい

うことと成果指標に客観性があるかということ

は、また全然別の話でありますので、その点は指

摘しておきたいなというふうに思います。 

 いずれにしても、これから調査で現状を把握す

るということでございますので、それで適切に目

標値を設定していただきたいと思います。 

 あわせまして、ここが変わりましたら、その他

の細かいいろいろな成果指標そのものもいろいろ

変わってくると思いますので、仮にこれが上がれ

ば、その他の具体的な成果指標等も上方修正しな

ければならないものが出てくるかもしれないし、

下がってくれば、なかなか厳しいのかなというこ

とで、もう少し現実的なものにしていかなければ

ならないものもあるかもしれないので、それぞれ

の細かい指標も基本目標に合わせて適切に見直す

ということも必要かなというふうに申し上げてお

きたいと思います。 

 それでは、２点目でございますけれども、ただ

いま申し上げました基本施策の成果指標につい

て、その内容を伺ってまいりたいと思います。 

 例えば、基本目標１の基本施策１ですけれど

も、子どもの権利を大切にする社会に向けた取組

がございまして、子どもの権利が大切にされてい

ると思う人の割合という成果指標項目を設定して

ございます。これらを子どもと大人に分けて、そ

れぞれの数値を毎年把握していくということでご

ざいます。 

 この指標につきましても、これが指標としてど

うなのかと疑問を感じる部分もございますけれど

も、それは置いておいたとしましても、現状値で

は、子どもが63.8％、大人が37.6％ということ

で、子どもに比べて大人の数値が格段に低くなっ

ているというような状況でございます。 

 それに対しまして、大人、子どもでそれぞれ目

標値を設定してございますけれども、それでは、

子どもは何をもって、大多数が子どもの権利が大

切にされているというふうに感じていて、大人は

何をもって、子どもの権利が大切にされていない

というふうに感じておられるのか、なぜ現状はそ

うなっているのかというような理由ですとか背景

的なものを把握しておられるのかどうか、それら

を把握、分析していなければ、これを改善してい

こうという上での対策を適切に講ずることは難し

いのではないかというふうに思います。 

 たまたまこれが一番最初に記されている指標な

ので取り上げさせていただきましたけれども、そ

の他たくさん指標がございますけれども、これも

また同じことでございまして、現状値に何らかの

課題があるとするのであれば、そうなっている理

由、背景などを把握しないことには具体的な解決

策は講ずることができないのではないかなという

ふうに思います。 

 そこで、次の質問ですけれども、基本施策に伴

う成果項目としてのアンケート調査をした結果の

理由や背景について、どのように把握して改善し

ていくお考えなのか、お伺いをしたいと思いま

す。 

●浅山子ども育成部長  基本施策の成果指標に

ついてお答えいたします。 

 ただいま例示のございました子どもの権利が大

切にされていると思う割合につきまして、平成30

年度は子どもが63.8％、大人が49.2％であったと

ころ、令和５年度では、子どもの数値は横ばい、

大人においては大幅に下がってしまったものでご

ざいます。 

 大人の結果については、子どもの権利が大切に

されていないと思う人が増えたのではなくて、大
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切にされているかどうか分からないとの回答が

14.9ポイント増、46.9％を占めたことによるもの

です。 

 その理由としましては、同居の子どもがいな

い、地域の子どもと関わりがない大人は、子ども

がいる、関わりがある大人に比べまして、分から

ないと回答する割合が20ポイント程度高くなって

いることから、子どもの権利に触れる機会の減少

が結果に影響したと分析しております。 

 プランの進捗状況をはかっていく上で設定した

各成果指標につきましては、今後も、社会情勢の

変化などを踏まえつつ、子ども、若者、子育て当

事者の実態を把握してまいりますが、より詳細に

把握できるよう、随時調査項目を見直すことによ

り、それぞれの課題を捉え、改善に向けた取組を

進めてまいりたいと考えております。 

●中川賢一委員  分からないという人が多かっ

たということ自体、この質問そのものが抽象的な

のでしょうし、分からない人がいることが問題な

のかどうかも分からないですし、当事者の意見と

いうものがある程度重要とされるので、今、伺っ

ていて、どうなのかなというふうに、正直、思う

部分がございました。 

 今は、一旦、この背景についてのお考えを伺い

ましたけれども、それぞれの項目、やはりその背

景というのがございまして、今みたいなところは

改善しなければならないのではないかという疑問

もありますけれども、そういうようなところを一

つ一つきっちり追いかけていかないと、そして、

できるだけ客観的で、具体的で、そして、効果が

出るところにフォーカスをして現状分析していか

なければならないと思いますので、ただ現状が分

かればいいというだけのものでもありませんの

で、これからも、実際の運用に向けて、理由、背

景というものをしっかりと実のある形で捉えて

いってほしいなというふうに思います。 

 続きまして、第７章の子ども・子育て支援事業

における需給計画についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 本計画では、保育ニーズに対応する市内の供給

量というものは、計画期間内においておおむね充

足しているというふうにされております。 

 ただ、本当にそうなのでしょうか。 

 単純に保育希望数等と供給量と数値だけを比較

すれば充足しているということになるのかもしれ

ませんけれども、現実的には、例えば、兄弟で同

じ園に入れないですとか、近所や通勤の途中の便

利な場所にある園に入れないですとか、こういっ

たことから、希望した保育園に入園することがで

きないという方は少なからずおられますし、その

ために大変な不便に耐えながら利用している方で

すとか、場合によっては入園そのものを断念して

いるという方も少なくないというふうに聞いてご

ざいます。 

 これでは、充足しているのは希望量であって、

保育ニーズが充足されているというものとは若干

異なるのではないかなというふうに思います。 

 これでは、需給計画として、現状認識ですとか

前提が甘いのではないかなというふうに言わざる

を得ないというふうに思います。 

 もちろん、本来であれば、保護者のニーズを踏

まえた入園がかなうということが理想でございま

すけれども、現実的には、保育を取り巻く環境と

いうものは大変厳しくて、ニーズを完全に充足し

ていくことは極めて難しいということも十分に承

知はしてございます。 

 しかしながら、さりとて、数字だけを見た都合

のいい現状認識ではなくて、こういう細かい現実

というものも正面から受け止めた認識を持った上

で計画を進めていかなくてはならないというふう

に思うところでございます。 

 そこで、次の質問ですけれども、子ども・子育

て支援事業計画における需給計画について、市内

の供給量はおおむね充足しているというふうにさ

れていますが、現実的には、希望する保育園に入

園できない家庭が少なくなく、単なる量以外の側
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面からもニーズを把握していくことが重要と考え

ますけれども、お考えを伺いたいと思います。 

●渡邉支援制度担当部長  保育施設の利用にお

けるニーズ把握の重要性についてお答えをさせて

いただきます。 

 子ども・子育て支援事業計画等の策定に当たり

ましては、あらかじめ保育の利用に関する意向調

査を行い、利用したい施設のある地域や種別など

のニーズを把握することで、今後５年間に必要な

供給量を確保できるように計画しているところで

ございます。 

 計画段階で把握しているこうした定量的なニー

ズに加えまして、保護者の個別事情に応じた様々

なニーズを把握することも大変重要であると認識

しております。 

 各区に保育コーディネーターを配置するなどし

て、利用する保育施設を選定する際などに丁寧な

確認に努めているところでございます。 

 引き続き、兄弟と同じ施設への入所や通勤経路

を考慮した施設への入所など、保護者の多様な

ニーズを踏まえまして、きめ細やかにマッチング

を進めてまいります。 

●中川賢一委員  いろいろとニーズ把握に努め

ていただくということで、大変結構だと思いま

す。非常に難しいことでありますけれども、引き

続き適切にニーズ把握に努めていただければとい

うふうに思います。 

 最後に、子ども未来基金事業についてお伺いし

たいと思います。 

 近年、ふるさと納税が非常に浸透してまいりま

して、社会的に寄附文化も醸成されつつある中、

札幌市に対しても、毎年、寄附者からいろいろな

思いが込められた寄附が寄せられてございます。 

 札幌市としても、こうした寄附を財源として、

様々なまちづくりですとか地域活動に活用してい

るというふうに認識してございます。 

 そのような中で、このたびの計画案では、新規

事業として子ども、若者の健やかな成長を社会全

体で支えるための新たな基金として、さっぽろ子

ども未来基金を創設するということが盛り込まれ

てございます。 

 これまでも札幌市には、子どものために寄附し

たいという多くの申出をいただいているというこ

とでございますけれども、実際にこういった思い

を寄附という形で獲得していくためには、寄附者

の思いに応えるような基金の活用方法をしっかり

と検討していくことが重要でございますし、さら

に言えば、ふるさと納税は思いで寄附していただ

くという部分もありますけれども、やはり、返礼

品の魅力ということで寄附をしていただく方も非

常に多いわけでございますので、そういった実態

からしますと、子どもに対して寄附をしたいとい

うような考え、思いを持つような方にとって、魅

力的だなというふうに感じる返礼品というような

ことも工夫していかなくてはならないのではない

かなというふうに考えます。 

 そこで、最後の質問とさせていただきますけれ

ども、本計画において、新しくさっぽろ子ども未

来基金事業を実施するとされておりますが、具体

的な活用方法と基金を円滑に運用していくための

戦略についてお伺いしたいと思います。 

●浅山子ども育成部長  さっぽろ子ども未来基

金事業についてお答えいたします。 

 本基金の創設は、近年、多くの申出をいただい

ております札幌市の子ども、若者、子育て支援の

取組に寄附をしたいとの思いに応えるとともに、

社会全体で子どもの健やかな成長を支えていくこ

とができるよう、寄附金を積み立てて活用する仕

組みを整えるものでございます。 

 基金の活用につきましては、さっぽろ子ども未

来プランの推進に資する事業に充当することを想

定しております。 

 今後の積立て状況を見ながら、まずは子どもた

ちが健やかに自分らしく成長できるよう、子ども

の多様な遊びや体験、活躍できる機会づくりの事

業に活用したいと考えております。 
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 基金を円滑に運用するため、子どもの未来を応

援したいと考える方々に対しまして、こうした札

幌市の子ども施策を対外的に広くＰＲすることに

よりまして、ふるさと納税を活用し、市民や市内

企業だけでなく、市外からも賛同を得られるよ

う、寄附の掘り起こしに努めてまいりたいと考え

ております。 

●中川賢一委員  寄附者の思いに応えるような

ものにしていきたいという思いは十分に受け止め

させていただきましたけれども、先ほど、積立て

状況を見ながらというお話がありましたけれど

も、やはり、この手のものというのは、積立て状

況を見ながらという受け身よりは、このぐらい集

めるのだというようなことで組み立てていかなけ

ればならないのではないかというふうに思いま

す。商売などもそうですから、売上げを見ながら

物事を決めていくのではなくて、このぐらい売り

上げなければならないというふうに事業計画を立

てるものでありますので、そこは現実的に、この

ぐらいの事業をやるためにこのぐらい集めなけれ

ばならないのだという形でいろいろ戦略を打っ

て、場合によっては魅力的な返礼品等を検討して

いくというようなことも、積極的に、主体的に

やっていっていただければなというふうに思いま

す。 

 その上で、子どもに対して何とかしたいという

方々の思いに応えていくような施策を十分に展開

されていくことを期待申し上げまして、質問を終

わらせていただきたいと思います。 

●定森 光委員  私からは、２点質問をいたし

ます。 

 １点目は、基本的な方針の４番目に掲げている

地域資源の活用と組織横断的な連携についてであ

ります。 

 この方針は、今の第４次のプランから新たに設

けられた方針であると承知をしております。次期

のプラン案では、子どもの誕生前から青年期、そ

して、子育て当事者も含めて、三つの基本目標が

設定をされており、この目標を実現する上で、こ

の方針が引き続き重要であると考えます。 

 今回のプランの案を策定するに際しても様々な

調査が実施されておりますが、その中からも、な

かなか相談しようと思わない、あるいは、相談す

る相手がいない子ども、若者、子育て当事者が一

定数いるということが確認されております。 

 特に、経済的に苦しい状況にある世帯、ひとり

親世帯においては、相談する相手がいない割合、

制度やサービスを知らない割合が高い結果となっ

ております。 

 子どもの貧困対策計画とひとり親家庭等自立促

進計画を統合する次期プランにおいては、こうし

た孤立しがちで支援に結びつきづらい困難を抱え

る子どもや子育て家庭を念頭に置いて施策を実施

していくということが必要であります。 

 こうした認識の下、我が会派では、この二つの

計画の次期プランへの統合について、昨年の第３

回定例会の代表質問で質問をして、副市長から、

次期プランでは組織横断的な支援や地域の多様な

資源を活用していくなどの答弁がございました。 

 本市においては、行政機関のほかにも地域住民

や地域の団体、ＮＰＯなど様々な主体が地域の身

近な場所や日常の緩やかなつながりの中で、子ど

も、若者、子育て家庭の見守り、相談対応を行っ

ております。 

 次期プランでは、これらの取組との連携を一層

進めて、悩みや困り事の相談環境が強化されてい

くということを期待しているところでございま

す。 

 そこで、質問ですが、次期プラン案において、

困難を抱える子どもと家庭への支援を進める上

で、具体的にどのように地域資源の活用を進め、

組織横断的な連携を行っていく考えなのか、お伺

いいたします。 

●浅山子ども育成部長  地域資源の活用と組織

横断的な連携についてお答えいたします。 

 困難を抱える子どもと家庭が必要とする支援に
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結びつくためには、身近に困り事を話せる場所が

あることに加え、把握された困りを適切な支援に

つなげ、単独の機関での解決が難しい場合には、

関係機関が連携して対応していくことが必要と認

識しております。 

 このため、次期プランでも、子ども食堂や子育

てサロンなどの身近な地域の活動の充実ととも

に、子どもコーディネーターや子育て支援の専門

知識を持つ相談員が地域を巡回、訪問し、アウト

リーチ型の相談支援にも取り組んでまいります。 

 地域でＳＯＳが発見された際には、子どもコー

ディネーター等が制度、サービスにつなげるとと

もに、必要に応じて関係機関や各区のこども家庭

センターに引き継ぎます。 

 こども家庭センターでは、子どもや子育て家庭

の状況とニーズを把握した上で、地域資源とも連

携して、包括的な支援を進めてまいります。 

 また、子ども、若者の社会的自立や自殺対策と

いった高度な課題に対しましては、子ども・若者

支援地域協議会や子どもの命を支える連携体制の

枠組みなどによりまして、専門家も交えながら、

一人一人の状況に寄り添った支援を行ってまいり

たいと考えております。 

●定森 光委員  今の答弁で、子どもコーディ

ネーターなどによるアウトリーチ型の相談支援に

取り組んでいくということがございました。そし

て、必要に応じて関係機関やこども家庭センター

にも引き継いでいき、そして、こども家庭セン

ターでは、地域資源とも連携した包括的な支援を

進めていくというような答弁でございました。 

 次期プランの策定のために行った子育て中の当

事者アンケートとかヒアリングからも、子育て当

事者から、子育てについて親身に相談に乗っても

らえる場所がなかったというような意見もあっ

て、この背景には、相談したけれども、なかなか

解決につながるような示しがなかったというよう

なことも書かれておりまして、やはり、課題解決

につながっていくことが重要かなというふうに思

います。 

 行政だけでは、当然、対応が難しい相談がある

と思いますけれども、いろいろな地域の資源を活

用することで解決に進む、その実感を相談者の方

が持てるということにつながっていくと思います

ので、しっかりとした連携を進めていただきたい

と思います。 

 こうした中で、先ほど、各区にあるこども家庭

センターが地域資源とも連携していくということ

がありました。 

 この体制強化を次期プランでしっかり進めてい

ただきたいと思います。 

 こども家庭センターが、その区であったり、地

域のいろいろな資源をしっかりと把握していただ

き、そうした団体と直接コンタクトを取れるよう

な関係を取っていただいて、単なる紹介から一歩

踏み込んだ連携ができるように、次期プランを

しっかりと進めていただきたいというふうに思い

ます。 

 続いて、医療的ケア児に対する支援について質

問をいたします。 

 次期プラン案の基本目標１では、子どもの権利

の推進とライフステージを通じた環境の充実があ

ります。ここに、基本施策４として、病気や障が

いのある子ども・若者への支援の推進がありまし

て、その中に、医療的ケア児に対するいろいろな

支援が記載をされております。 

 医療的ケア児は、2021年には医療的ケア児支援

法が施行されて、医療的ケア児及びその家族に対

する支援施策を実施するということが地方公共団

体の責務とされました。 

 このプラン案にも、医療的ケア児を対象とした

支援策が幾つか書いてありますが、それぞれ対象

となる子どもがいる施設を所管している複数の部

局が担っております。保育所等や放課後児童クラ

ブは子ども未来局、市立学校は教育委員会、それ

以外にも、家族のレスパイト事業などは保健福祉

局が実施するとなっております。 
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 先ほど質問しました次期プラン案の基本的な方

針である組織横断的な連携は、市役所の部署同士

の連携も当然含まれていくものだと思います。 

 一人一人の子どもの成長に合わせて、それぞれ

のライフステージにおいて切れ目なく支援を行う

体制を整えていくには、各部署が自分の所管以外

の取組も把握をして、関係機関も含めて連携して

いくということが重要になってくると考えます。 

 そこで、質問ですが、医療的ケア児の支援施策

に関して、市の各部署の間や関係機関における取

組をどのように共有して連携していくのか、伺い

をいたします。 

●伊藤子育て支援部長  市の各部署間、関係機

関との情報共有等についてお答えいたします。 

 医療的ケア児とそのご家族を地域で支えられる

ようにするため、関係者が一堂に会しまして、地

域の課題や対応策について継続的に意見交換や情

報共有を図ることを目的といたしまして、平成30

年から札幌市医療的ケア児支援検討会を設置して

おります。 

 この検討会は、年３回程度開催をしておりまし

て、主催する保健福祉局をはじめ、子ども未来

局、教育委員会といった市の関係部署のほか、学

識経験者、医療・福祉関係者、子育て当事者の

方々が参加いたしまして、それぞれの取組や課題

等の共有を図っております。 

 こうした取組を踏まえまして、児童の入学や進

学の際の切れ目のない支援に当たっての協力や医

療的ケアに関する研修の開催、市のホームページ

での情報発信など、具体的な連携につなげている

ところでございます。 

●定森 光委員  今、医療的ケア児検討会を年

３回開催しているということで、こういった場で

各部署や関係機関と情報共有を図っているという

ことでありました。 

 医療的ケア児は、今、医療の進歩によって非常

に増えてきておりますし、札幌市もいろいろな制

度が充実をしてきているということもあって、保

育所や小学校、中学校に通う子も増えてきており

ます。 

 このプランの計画期間中に、それぞれ次のス

テージに進んでいく子どももいると思います。例

えば、保育所から地域の小学校、特別支援学校に

入学する子も少なくないのだというふうに思いま

す。 

 今、保育所にいる子どもが成長して小学校に入

学するときに、施設が変わる、そうすると、対応

する職員も変わっていきます。また、こうした環

境が変わるということに対して、保護者や子ども

が不安を感じているというのは、我が会派にもい

ろいろな声が届いております。 

 例えば、地域の小学校に入学を希望する中で、

学校の設備や人的配置、教育活動における対応を

学校と相談する際に、どこまで希望を伝えていい

のか迷いがあるといった声もございます。 

 また、入学後の生活がどうなっていくのか想像

がしにくい、それゆえに不安を抱えているという

声もございます。 

 先ほどの答弁では、検討会の場を通じて部署間

の情報共有を図っていき、それぞれの部署が支援

制度をしっかり整えていくということで、このこ

とは非常に重要なことであり、進めていただきた

いと思います。 

 加えて、一人一人の子ども、家庭に寄り添っ

て、子どもの状態やライフステージに応じた切れ

目のない支援、ライフステージが変わっても切れ

目がない支援を行っていくために、部署や関係機

関同士の連携ということも不可欠だと思います。 

 そこで、質問ですが、保育所等から小学校への

入学に当たり、切れ目なく支援を行うために具体

的にどのような取組を行っていくのか、お伺いい

たします。 

●伊藤子育て支援部長  小学校へ入学する際の

取組についてのご質問にお答えいたします。 

 医療的ケア児を含め、配慮を要する児童が入学

する際には、保護者に了解をいただいた上で、在
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籍する保育所等と学校間で個別に引継ぎが行われ

ております。 

 そうした中で、医療的ケア児につきましては、

看護師の配置など事前の準備が必要となるため

に、保育所等がより早い時期から保護者に対して

学校に相談するよう働きかけを行いましたり、学

校に対して入学前の様子などを確認する機会を確

保したりする取組が進められてきているところで

ございます。 

 こうした取組が保育所等において着実に実施さ

れることが重要でありますことから、巡回指導や

研修などの機会を通じまして、より一層周知を図

り、ケアを必要とする児童が安心して入学できる

環境を整えてまいりたいというふうに考えており

ます。 

●定森 光委員  今、個別に保育所等と学校で

引継ぎを行っていくというようなことがございま

した。そして、保育所から保護者にも働きかけを

するということでありました。 

 保育所と学校が引継ぎを行っていくときに、ど

ういった内容が引き継がれたか、保護者にも共有

していくということも不安の軽減のために必要で

はないかというふうに思います。 

 また、場合によっては保護者も交えて、３者で

の情報共有をしていくということも重要になるの

ではないかなというふうに思いますので、この引

継ぎのやり方も、本人や家庭の状況に応じて柔軟

に取り組んでいただければ、このように要望した

いと思います。 

 また、保護者に早い段階で事前に学校に相談す

るということを働きかけていきたいということで

ありました。 

 これは本当に大事なことだというふうに思いま

す。不安を解消していくということに加えて、本

人や保護者が将来の選択肢を広げていくためにも

欠かせないのだというふうに思います。保育園に

いる間であれば、地域の小学校に行くのか、特別

支援学校に行くのか、こうしたいろいろな選択肢

を考える上でも、やはり早めにアプローチしてい

くということが重要だというふうに思います。 

 同じことは、保育園から小学校だけでなく、い

ろいろなステージで同様だというふうに思いま

す。 

 例えば、小学校に通っている子どもですと、医

療的なケアというところで、看護師だけでなく自

分でできることも増やしていくということで、将

来の就職や自立の選択肢が広がる可能性がある子

もいると思います。 

 こうした場合は、看護師のサポートも受けつ

つ、将来を見据えた準備を早めにしていくという

ことも重要になってくるかなと思います。 

 こうした次のステージに向けた早めの準備はど

の段階でも重要でありますから、小学校から中学

校、中学校から高校、高校から大学や就職、こう

いった節目ごとに新たな環境に適応するための準

備が求められていきますので、本人、保護者が早

めに対応できるように、また、それをサポートす

る関係機関同士の連携が円滑に進むように取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

 こうした将来を見据えた支援や準備を進める取

組が着実に行われていくことを要望して、私から

の質問を終えたいと思います。 

●熊谷誠一委員  私からは、次期プラン案の基

本目標１に掲げられている子どもの権利の推進と

ライフステージを通じた環境の充実のうち、社会

的養護の推進について質問させていただきます。 

 まず、基本目標１では、子どもの権利を大切に

する社会に向けた取組のほか、全ての子ども、若

者が安心して過ごせる環境の充実を図ることを目

指しており、基本施策３の児童虐待防止対策と社

会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援で

は、子どもの権利推進には子ども、若者はもちろ

ん、子育て当事者も社会全体で支える必要性が掲

げられております。 

 児童虐待の背景には、虐待の加害者となる子育

て当事者自身にも被虐待体験があるなど、子育て
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当事者が様々な困難を抱えている例も少なくない

という現状から、社会的養護の下で育っている子

どもに対する支援を充実させることは、将来の児

童虐待防止にもつながる重要な取組でございま

す。 

 また、現行のプランにおいても、困難な状況に

ある子どもが、里親や施設職員との信頼関係の下

で安心して生活し、健やかに成長できるよう支援

するとともに、社会的自立が果たせるよう、施設

退所後においても継続した支援の実施を図るとさ

れており、我が会派としても、これまでの議会に

おいて、社会的養護の子どもたちに対する支援の

重要性について訴えてきたところでもございま

す。 

 そこで、一つ目の質問ですが、これまで現行プ

ランにおいて、札幌市は社会的養護を必要とする

子どもに対してどのような支援を行ってきたの

か、お伺いいたします。 

●宮本児童相談所長  社会的養護を必要とする

子どもに対するこれまでの支援についてお答えい

たします。 

 札幌市では、様々な理由により保護者の下で育

つことの難しい子どもたちが、より家庭的な環境

の中で養育されるよう、里親における養育の推進

に取り組んできたほか、児童養護施設等に入所し

ていた児童が社会的な自立へと結びつくように、

一人一人の状況に応じた相談支援等を実施してま

いりました。 

 里親における養育の推進では、３か所のフォス

タリング機関を設置して、里親のリクルートや各

種研修を行った結果、令和２年度から令和５年度

まで、合計261名の子どもを新たに里親への養育

につなげ、その委託率も約30％から40％近くまで

上昇しております。 

 児童養護施設等の措置解除者に対しましては、

円滑な自立が図れるよう、支援コーディネーター

により令和２年度から令和５年度までに自立支援

計画の作成が必要だった全ての方、197名の計画

を作成し、自立への後押しをしてきたところでご

ざいます。 

●熊谷誠一委員  これまでの実績については理

解いたしました。 

 次期プランでもこうした取組が生かされること

を期待する一方、国においては、令和６年度より

施行された児童福祉法の改正において、里親の新

規開拓など、里親支援を専任職員が包括的に行う

里親支援センターや、社会的養護の下で育った方

を対象に生活・就労等に関する相談支援や、帰住

先を失っている場合の居場所の提供などを行う社

会的養護自立支援拠点を設置することが、都道府

県及び政令指定都市等に対して努力義務とされた

ところでございます。 

 我が会派といたしましても、これまで、里親支

援センター及び社会的養護自立支援拠点の設置に

ついては、折に触れて訴えてきたところでござい

ます。 

 また、北海道においては、昨年６月に、市内に

社会的養護自立支援拠点を開設したほか、里親支

援センターの設置に向けた検討も進めていると

伺っているところでございます。 

 そこで、質問ですが、現行プランにおける取組

実績や国の法改正を受けて、次期プランにおいて

は、どのように社会的養護を必要とする子どもへ

の支援を推進するお考えか、お伺いいたします。 

●宮本児童相談所長  次期プランにおける取組

についてお答えいたします。 

 次期プランでも、家庭的な環境での養育を優先

し、里親に委託される子どもの割合を令和11年度

末までに国の目標に即して55％とすることを目指

し、子どもが特定の大人との信頼関係を築けるよ

う、安定的な人間関係の中で育てられることを引

き続き推進してまいります。 

 さらに、令和６年４月施行の児童福祉法の改正

内容も踏まえまして、里親へのよりきめ細やかな

支援や社会的養護の下で育った方々に対する住居

や生活に関わる相談支援など、次期プランにおき
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ましても、社会的養護が必要な方々に対する支援

体制の強化に努めまして、プランに掲げた基本目

標の実現を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

●熊谷誠一委員  要望でございます。 

 国から示された委託率は55％ということでござ

いますけれども、言われるまでもなく、まずは、

この数値目標が独り歩きすることがないよう、ど

こまでも子どもの幸福のため、それを第一に、里

親となる方々の支援の強化に資する里親支援セン

ターの設置をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、社会的養護自立支援拠点においても、よ

りよいものとなるよう、さきに開設された道とも

しっかり連携を強化していただければと存じま

す。 

 最後に、今回の未来プランの中には、こどもま

んなか社会に向けた様々な事業が掲載されてお

り、今回取り上げることはしませんでしたけれど

も、新規事業として、これまで我が会派が質疑を

繰り返してまいりました、こども誰でも通園制度

事業がございます。 

 来たる第１回定例会では、来年度に向けた予算

案が提案されると思いますし、国からこの制度の

運営基準が示され、札幌市でも条例化が必要に

なってくる状況だと思います。 

 具体的な内容は１定で取り上げたいと思います

けれども、検証結果を踏まえた来年度に向けた準

備をしっかりしていただきたいことを改めて要望

いたしまして、質問を終わらせていただきます。 

●太田秀子委員  私からも質問いたします。 

 最初に制度の説明がありましたので、全ては申

し上げませんけれども、本市では、2004年にさっ

ぽろ子ども未来プランを策定して、このたび第５

次さっぽろ子ども未来プラン（案）が出されたも

のは、これまでのプランに札幌市子どもの貧困対

策計画と札幌市ひとり親家庭等自立促進計画を統

合していくということであります。 

 今回の統合では、特に本市は、2018年に第１次

となる子どもの貧困対策計画を策定後、経済的に

困難な状況にある子育て家庭への支援を進めてき

ましたが、私はこれまでも、貧困やひとり親家庭

が日々の生活の中で困っていることそのものに行

き届く支援をしてほしいということを求めてきま

したので、今回の統合では、後退することなく、

発展させる計画にしてほしいということを考えて

おります。 

 ここで、質問の１点目ですが、計画を一体化す

ることで、これまでの子どもの貧困対策をどのよ

うに発展させていくのかを伺います。 

●浅山子ども育成部長  計画統合後の子どもの

貧困対策についてお答えいたします。 

 次期プランへの子どもの貧困対策計画などの統

合は、貧困や格差の解消を図るという共通の方針

の下で、子ども・子育て施策全般を総合的かつ一

体的に推進するものでございます。 

 貧困の状態にある子どもと家庭は、経済的な問

題に加えて、疾病や障がい、虐待、社会的な孤立

など、配慮を要する複合的な困難を抱えている場

合も少なくないと認識しております。 

 このため、統合後の次期プランの実施に当たっ

ては、保護者の就労支援や世帯の経済的な負担軽

減と併せて、背景にある様々な要因にこれまでよ

り一層丁寧に寄り添いながら、一人一人の子ども

と家庭が必要とする支援に適切につながるよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

●太田秀子委員  より一層丁寧に必要な支援に

つなげていただくということであります。 

 そこで、中身について伺いますけれども、概要

ではなくて、このプラン案の中の122ページに子

育て家庭の生活に関する課題というものがありま

して、2021年に行った札幌市子どもの生活実態調

査において、家計がぎりぎりもしくは赤字という

世帯が全体の５割、低所得層に至っては８割を超

えていると書かれてあります。 

 そこへ、物価上昇が一層の厳しさを増している

のだということが書かれ、生活面からも支えてい
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く必要があると分析をされています。 

 ここがまさに計画の本気度が問われると私は思

うのですけれども、生活面の支えという視点で見

ますと、必要とされている支援に対する取組が弱

いのではないかと思うところもあります。 

 計画案の事業の取組は大きく三つに分かれてい

ると思うのですけれども、一つには、まだ計画段

階のものとして、アクションプラン2023策定以

降、新たに取り組む新規事業ですとか、2025年度

以降に強化、拡充もしくは再構築するレベルアッ

プ事業、そして、二つ目には、アクションプラン

2023より新たに実施となった新規事業、2019年計

画事業のうち、アクションプラン2023から取組を

強化、拡充したレベルアップ事業、2019年計画事

業等のうち、アクションプラン2023の計画におい

て取組内容に変化がなく実施しているという継続

事業、そして、三つ目には、アクションプランの

事業でないものというものが書かれていました。 

 私は、この中の特に二つ目の取組の中で、生活

面を支えるためには、もっとこういうところを拡

充してほしいのだというものがありましたので、

それについて質問したいと思っています。 

 一つには、ひとり親家庭への支援充実というも

のが115ページにありましたけれども、この中

で、レベルアップ事業は養育費の確保を支援する

ひとり親家庭等養育費確保支援事業だけなのです

ね。 

 そして、105ページにあります奨学金の返済支

援事業は、レベルアップになっているのですけれ

ども、本市が認定する企業などへ就職した場合、

最大54万円を支援するという事業であり、これは

これで歓迎しますけれども、109ページにありま

す返済義務のない札幌市特別奨学金の支給は継続

事業になっているのですよね。 

 131ページにあります生活困窮者自立支援事業

は、レベルアップで、生活保護に至る前の相談事

業の拡充を図ります、しかし、生活困窮者自立支

援事業の住宅確保給付金は、住宅を喪失するおそ

れのある方などへの給付金支給はそのままなので

す。 

 これはアクションプラン事業ではありませんか

ら、国の事業を行うというものです。 

 本市は、これまで私たちも求めてきましたけれ

ども、学校給食費の無償化にまだ時間がかかると

いうのであれば、せめて、就学援助制度の枠を広

げて対象者を増やすことなど、市民の願いに見え

る形で応えるべきではないかと思うのですけれど

も、就学援助事業はレベルアップにもなっていま

せん。 

 そして、高過ぎる国民健康保険料は、未就学児

に対する国保料の均等割を５割軽減するというも

のですけれども、これも国の制度を超えないもの

になっています。 

 そこで、計画案の第４章 具体的な施策の展開

では、子育て当事者への支援の充実の基本施策の

１番目に経済的支援の充実というものがありま

す。 

 先ほども申し上げましたけれども、実態調査か

ら見えてきた課題として、生活面からも支えてい

く必要があるのだというふうに皆さんも分析して

述べておられることから、やはり経済的支援は特

に重要であると考えるところです。 

 ここで、質問いたしますけれども、ここで言う

経済的支援の充実についてですが、充実とはどの

ようなお考えなのか、また、予算や対象者を増や

すお考えはあるのか、伺います。 

 あわせて、これまで述べました事業を拡大する

場合や変更する場合、各部局で検討するものなの

か、全体として検討になるのかを伺いたいと思い

ます。 

●浅山子ども育成部長  子育て当事者への経済

的支援の充実についてお答えいたします。 

 計画期間中に、子育てにおける負担感を軽減で

きるよう、経済的な支援を充実させていく考えで

ございまして、本計画案の中に盛り込んだところ

です。 
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 経済的支援の予算や対象、事業の変更について

は、これまでも、各事業を所管する部局で検討の

上、限りある財源を有効活用するため、施策の優

先順位を判断しながら、全庁的な視点に立って拡

充してきたところでございます。 

 子育て当事者への経済的支援につきまして、認

可保育施設等における第２子以降の保育料無償化

や子ども医療費助成等の負担軽減策をライフス

テージに応じて段階的に拡充してきており、現段

階では、計画案に掲載以外の事業につきまして、

具体的な拡充予定はないと考えております。 

●太田秀子委員  充実とは、経済的支援を充実

していきたいのだということですけれども、段階

的に拡充しているということですが、経済的支援

の充実における事業は、新規事業というものがあ

りませんでした。 

 これまで継続してやってきたものを拡充してい

くということで、それはそれで、とてもうれしい

ことだと思っておりますので、皆さんの手に届く

ところにちゃんと支援がいってもらいたいです。

先ほどお話ししたとおり、家庭で困っているよと

いう場合には、やはり、そこの生活を直接支える

もの、そこが、おおむね継続になったりしている

のですけれども、そういうところを拡充してもら

いたいなということを今訴えているのですが、札

幌市子どもの生活実態調査では、低所得世帯の８

割が家計がぎりぎりだと、もしくは赤字でしたけ

れども、低所得と言われない人を含めた世帯全体

を見ても、５割が同じようにぎりぎりもしくは赤

字なのだと回答しているわけです。 

 ですから、子どもの貧困対策計画と札幌市ひと

り親家庭等自立促進計画は、これまで議論してき

たことをもって統合されるのですけれども、これ

まで行ってきた事業でぎりぎりの生活状況が少し

でも改善されているのかどうかがとても大事で

す。先ほどの質疑でもありましたけれども、やは

り、成果指標そのものが甘いものであると、やっ

ぱり、目指す目標が緩かったりして、ご本人のこ

うしてもらいたいというところに届かないという

ものであれば、せっかくの新しい計画が残念なも

のになりますので、しっかりとその中身をもっ

て、十分に確認をしながら進めていただきたいと

いうことを要望します。 

 各担当部局のところでも、十分な予算要望を

行っていただきたいですし、財政局も第５次計画

の推進を裏づける財源の確保をしていただきたい

ということを求めます。 

 そして、次の質問です。 

 第４章で、具体的な施策の展開では、本計画の

基本理念を達成するために、新規事業として、

さっぽろ子ども未来基金を創設し、子どもの健や

かな成長を社会全体で支える仕組みを整えて、全

ての子ども、若者が将来にわたって幸せに生活を

送ることができる、こどもまんなか社会の実現に

向けて、各種事業に活用するとなっております。 

 先ほどの質問で、この子ども未来基金に関し

て、どのように活用するのかという質問があり、

答弁がありましたので、私はこの質問は割愛しま

すけれども、子ども未来プランの推進になる事業

に使うのだと、先ほど答弁されていました。子ど

もたちが活躍できる機会をつくるんだというふう

におっしゃっていました。 

 ふるさと納税にするのだということだったので

すけれども、私はそれがふさわしいのかどうかと

いうことは少し疑問なのです。 

 全国的にふるさと納税に課題もいろいろ出てき

ておりますので、これについては改めてしかるべ

き場所で質問をしたいなと先ほど思ったところで

す。 

 そこで、一つ聞きますけれども、基金創設をす

る場合、条例で定めなければいけませんから、い

つから行うお考えなのかという質問をいたしま

す。 

●浅山子ども育成部長  さっぽろ子ども未来基

金事業の今後についてお答えいたします。 

 基金創設に当たっては、札幌市基金条例の改正
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が必要となることから、次の定例市議会に条例改

正の議案を提出し、議会での審議をいただきたい

と考えておりまして、現在、所定の準備を進めて

いるところでございます。 

●太田秀子委員  先ほどの活用する各種事業の

ことですとか、今の１定で基金条例を出しますよ

というお話を受けて、基金についても一つ再質問

をしたいのですけれども、2025年度の予算要求の

概要というものをもらっていました。それを見ま

すと、さっぽろ子ども未来基金の造成費として

5,800万円の積立てを要求しているのですけれど

も、これはどのお金を使うのか、一般財源から積

むお考えなのか、ほかのお金を使うお考えなの

か、そこを教えていただきたいと思います。 

●浅山子ども育成部長  子ども未来基金事業の

財源についてお答えいたします。 

 一般財源からではなく、全て寄附で賄う予定と

考えております。 

●太田秀子委員  では、その予算要求の5,800

万円というのは、2025年の中で5,800万円の寄附

を募りたいということでいいですね。 

 分かりました。 

 基金というのは、いざというときのために積ん

でおくというイメージもありますし、それから、

市民の皆さんから、子どもに関することに寄附し

たいのだという声があることも私は伺っていると

ころです。そういう声が上がる背景には、やは

り、子育て当事者の苦労がよく分かるから何かに

使ってほしいという思いがあるのだと思うもので

すから、そういう寄附してくださる皆さんの思い

も、それから、支援が欲しいと言っている皆さん

のマッチングのところが、本当に行き届いたもの

になってもらいたいと思うのですね。 

 それから、寄附が集まらなければ、事業の拡大

ができないし、もしくは縮小するのだということ

はないように、もちろんないと思っていますけれ

ども、それはやめていただきたいということを

言っておきたいです。 

 それから、基本は、一般財源とか特定財源など

税金をしっかりと使ってこのプランを成功させて

いくという立場でもちろんやっていただくので

しょうけれども、寄附を募るにしても、市民の皆

さんにも、基本は税金でしっかりやっていく、だ

けれども、皆さんの思いも寄せていただきたいと

いうような寄附の募り方にしていただきたいなと

いうふうに求めておきたいと思います。 

●たけのうち有美委員長  ほかに質疑はござい

ませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●たけのうち有美委員長  なければ、質疑を終

了いたします。 

 以上で、委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      閉 会 午前11時８分 


